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1 2025（令和7年）

　税制は経済社会の変化に対応するため毎年
見直されます。その流れは、与党が年末にま
とめる与党税制改正大綱を踏まえた税制改正
の大綱が閣議に提出され、閣議決定すると財
務省・総務省作成の改正法案が国会に提出さ
れます。国会審議を経て法案が可決・成立す
ると改正法に定められた日から施行されます。

ワンポイント 税制改正の流れ

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　13日・成人の日

あ
け
ま
し
て

　
　

お
め
で
と
う　

　
　
　
　

ご
ざ
い
ま
す

国　税／�給与所得者の扶養控除等申告書の提出�
� 本年最初の給与支払日の前日

国　税／�報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
� 1月31日

国　税／�源泉徴収票の交付、提出� 1月31日
国　税／�12月分源泉所得税の納付� 1月10日

（納期の特例を受けている事業所の7〜12月
分は1月20日）

国　税／�11月決算法人の確定申告�
（法人税・消費税等）� 1月31日

国　税／�5月決算法人の中間申告� 1月31日
国　税／�2月、5月、8月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合）� 1月31日
地方税／�固定資産税の償却資産に関する申告�1月31日
地方税／�給与支払報告書の提出� 1月31日
労　務／�労働保険料の納付（第3期分）� 1月31日

�（労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）
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1 月号─2

人
、
総
人
口
に
占
め
る
割
合
（
高
齢

化
率
）は
約
29
％
と
な
り
ま
し
た
。

　

過
去
の
高
齢
化
率
の
推
移
を
見
る

と
、
昭
和
25
年
は
総
人
口
の
５
％
未

満
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
６
年
に

は
14
％
を
超
え
、
そ
の
後
も
上
昇
を

続
け
な
が
ら
現
在
に
至
り
ま
す
。

　

将
来
の
推
計
で
は
、
令
和
19
年
に

は
国
民
の
３
人
に
１
人
（
約
33
％
）、

令
和
52
年
に
は
２
・
６
人
に
１
人（
約

39
％
）
が
65
歳
以
上
と
な
る
社
会
が

到
来
す
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

⑵
　
高
齢
者
の
労
働
力
率
の
増
加

　

近
年
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
労

働
力
率
（
※
）
は
顕
著
に
増
加
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
平
均
寿
命
の
延

び
と
と
も
に
、
高
齢
者
の
健
康
寿
命

も
延
長
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
要

因
で
す
。

※　

労
働
力
率
は
、
15
歳
以
上
の
人

口
に
占
め
る
労
働
力
人
口
（
就
業

者
と
完
全
失
業
者
を
合
わ
せ
た
人

数
）の
割
合
で
す
。

　

定
年
後
も
働
く
こ
と
を
希
望
す
る

高
齢
者
が
増
加
し
、
社
会
的
に
も
高

齢
者
の
再
雇
用
や
継
続
雇
用
の
ニ
ー

ズ
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
同
白
書
に

よ
る
と
、
労
働
力
人
口
に
占
め
る
65

歳
以
上
の
割
合
は
増
加
を
続
け
て
お

り
、
令
和
５
年
に
お
い
て
は
、
約

13
％
。
男
女
別
で
は
60
代
後
半
男
性

の
６
割
以
上
、
女
性
の
４
割
以
上
が

就
業
し
て
い
る
状
況
で
す
。

⑶
　
雇
用
形
態
の
変
化

　

高
齢
者
の
多
く
は
、
定
年
後
の
再

雇
用
制
度
や
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
嘱

託
、
契
約
社
員
と
い
っ
た
非
正
規
雇

用
の
形
で
働
い
て
い
ま
す
。

　

非
正
規
雇
用
の
割
合
は
男
女
差
が

あ
り
、
男
性
の
場
合
は
50
代
後
半
で

約
11
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
60
歳
を

境
に
大
幅
に
上
昇
し
、
60
代
後
半
で

は
約
68
％
と
な
り
ま
す
。
女
性
は
、

50
代
後
半
で
約
59
％
で
あ
っ
た
も
の

が
、
60
代
後
半
で
は
85
％
ま
で
増
加

し
ま
す（
同
白
書
）。

２　
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法

⑴
　
高
年
齢
者
雇・

用・

確
保
措
置

　
「
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等

に
関
す
る
法
律
」（
高
年
齢
者
雇
用

安
定
法
）
で
は
、
希
望
者
全
員
に
つ

い
て
65
歳
ま
で
の
雇
用
が
確
保
さ
れ

る
よ
う
、
事
業
主
に
対
し
、
次
の
い

ず
れ
か
の
措
置
（
高
年
齢
者
雇
用
確

保
措
置
）
を
講
じ
る
よ
う
義
務
付
け

て
い
ま
す
。

①　

65
歳
ま
で
の
定
年
引
上
げ

②　

定
年
の
定
め
の
廃
止

③　

65
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
の

導
入

　

な
お
、
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置

に
関
し
て
設
け
ら
れ
て
い
た
経
過
措

置
（
※
）
は
、
令
和
７
年
３
月
31
日

を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で

経
過
措
置
に
基
づ
く
運
用
を
し
て
い

た
事
業
主
も
、
令
和
７
年
４
月
１
日

以
降
は
労
使
協
定
に
よ
り
定
め
た
一

定
基
準
に
よ
り
継
続
雇
用
制
度
の
対

象
者
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

※　

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
経

過
措
置

　
　

平
成
24
年
度
ま
で
に
労
使
協
定

に
よ
り
〔
継
続
雇
用
制
度
の
対
象

者
を
限
定
す
る
基
準
〕
を
定
め
て

い
た
事
業
主
は
、
現
行
制
度
が
施

行
さ
れ
た
平
成
25
年
４
月
以
降

も
、
こ
の
基
準
を
用
い
、
老
齢
厚

生
年
金
の
報
酬
比
例
部
分
の
支
給

開
始
年
齢
以
上
の
者
に
つ
い
て
、

継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を
限
定

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑵
　
高
年
齢
者
就・

業・

確
保
措
置

　

⑴
に
加
え
て
、
令
和
３
年
４
月
か

ら
は
70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
を
確
保

す
る
た
め
、
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置

（
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
）
を
講

じ
る
努
力
義
務
（
※
）
が
課
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

急
速
な
高
齢
化
が
進
行
し
て
い
る

日
本
の
労
働
市
場
に
お
い
て
は
、
高

齢
者
の
就
業
が
重
要
視
さ
れ
、
高
齢

者
が
持
つ
豊
富
な
知
識
や
経
験
を
社

会
全
体
で
活
用
し
つ
つ
、
健
康
的
か

つ
安
全
に
働
き
続
け
る
た
め
の
環
境

整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
高
齢
者
の
就
業
状
況
、

高
齢
者
雇
用
に
関
す
る
法
令
、
雇
用

に
関
す
る
留
意
点
を
解
説
し
ま
す
。

１　
高
齢
者
の
就
業
状
況

⑴
　
高
齢
化
の
状
況

　

令
和
６
年
版
「
高
齢
社
会
白
書
」

（
内
閣
府
）
に
よ
る
と
、
日
本
の
総

人
口
は
、
令
和
５
年
10
月
時
点
で
約

１
億
２
千
万
人
と
な
り
、
そ
の
う
ち

65
歳
以
上
人
口
は
約
３
千
６
百
万

高齢者の
継続雇用
就業対策



3─1月号

①　

70
歳
ま
で
の
定
年
引
上
げ

②　

定
年
の
定
め
の
廃
止

③　

70
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
の

導
入
（
他
の
事
業
主
に
よ
る
も
の

を
含
む
）

④　

70
歳
ま
で
継
続
的
に
業
務
委
託

契
約
を
締
結
す
る
制
度
の
導
入

⑤　

70
歳
ま
で
継
続
的
に
社
会
貢
献

事
業
に
従
事
で
き
る
制
度
の
導
入

※　

70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
の
確
保

は
、
い
ず
れ
か
の
措
置
を
制
度
化

す
る
「
努
力
義
務
」
を
設
け
た
も

の
で
あ
り
、
70
歳
ま
で
の
定
年
年

齢
の
引
上
げ
を
義
務
付
け
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑶
　
高
年
齢
者
雇・

用・

確
保
措
置
の
実

施
状
況

　

令
和
５
年
「
高
年
齢
者
雇
用
状
況

等
報
告
」
の
集
計
結
果
（
厚
生
労
働

省
）
に
よ
り
、
企
業
の
65
歳
ま
で
の

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
実
施
状

況
を
見
る
と
、
採
用
割
合
は
次
の
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

①　

定
年
引
上
げ
…
約
27
％

②　

定
年
の
定
め
の
廃
止
…
約
４
％

③　

継
続
雇
用
制
度
の
導
入
…
約

69
％

３　
雇
用
に
関
す
る
留
意
点

　

次
に
、
高
齢
者
の
継
続
雇
用
に
お

け
る
留
意
点
に
つ
い
て
解
説
し
ま

す
。

⑴
　
雇
用
時
の
留
意
点

①
　
業
務
内
容
の
適
正
化

　
　

過
度
な
肉
体
的
負
担
を
避
け
る

た
め
、
身
体
的
な
負
担
が
少
な
い

仕
事
や
、
長
年
の
経
験
を
活
か
せ

る
知
識
・
判
断
力
が
必
要
な
仕
事

に
配
置
す
る
な
ど
、
高
齢
者
の
体

力
や
健
康
状
態
を
考
慮
し
、
必
要

に
応
じ
て
業
務
内
容
の
見
直
し
を

行
っ
て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

②
　
就
業
時
間
の
柔
軟
性

　
　

高
齢
者
の
生
活
ス
タ
イ
ル
や
健

康
状
態
に
応
じ
て
、
所
定
労
働
日

数
や
所
定
労
働
時
間
の
変
更
な
ど

柔
軟
に
労
働
条
件
を
設
定
し
て
い

く
こ
と
が
効
果
的
で
す
。

　
　

年
齢
に
伴
う
体
力
の
低
下
や
、

健
康
維
持
の
た
め
の
時
間
確
保
を

考
慮
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
業
員

の
健
康
維
持
と
企
業
の
生
産
性
の

向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。

③
　
教
育
・
研
修

　
　

新
た
な
技
術
や
業
務
に
対
応
す

る
た
め
、
学
び
直
し
の
機
会
や
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
研
修
を
提
供
す
る
こ

と
が
重
要
で
す
。
デ
ジ
タ
ル
技
術

の
習
得
や
、
新
た
な
業
務
へ
の
適

応
が
必
要
と
さ
れ
る
場
面
で
は
、

定
期
的
な
研
修
の
実
施
を
し
て
い

く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
　

学
び
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
環

境
整
備
は
、
高
齢
者
に
と
っ
て
も
、

職
場
で
の
や
り
が
い
や
働
き
続
け

る
意
欲
を
高
め
る
要
素
と
な
り
得

ま
す
。

⑵
　
安
全
・
健
康
面
の
留
意
点

①
　
職
場
の
安
全
対
策

　
　

高
齢
者
は
身
体
機
能
の
低
下

や
、
感
覚
の
鈍
化
が
進
む
こ
と
が

あ
る
た
め
、
労
働
災
害
の
リ
ス
ク

が
高
ま
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
職
場
で
の
安
全
対
策
が

一
層
重
要
に
な
り
ま
す
。

　
　

特
に
、
労
働
災
害
の
件
数
が
多

い
転
倒
や
体
調
不
良
を
防
ぐ
た
め

の
工
夫
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
例
え

ば
、
作
業
場
の
床
を
滑
り
に
く
く

す
る
た
め
の
措
置
や
、
適
切
な
照

明
の
確
保
、
作
業
動
線
の
改
善
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

②
　
定
期
的
な
健
康
診
断

　
　

高
齢
者
の
健
康
状
態
は
、
職
場

で
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
欠
か

せ
な
い
要
素
で
す
。
定
期
的
な
健

康
診
断
を
通
じ
て
従
業
員
の
健
康

状
態
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て

業
務
内
容
や
就
業
時
間
を
適
切
に

調
整
し
て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
　

ま
た
、
職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
整

備
し
、
精
神
的
な
ス
ト
レ
ス
や
孤

立
感
の
解
消
に
も
努
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

③
　
職
場
環
境
の
改
善

　
　

高
齢
者
が
働
き
や
す
い
環
境
を

整
え
る
こ
と
も
検
討
を
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。
疲
労
の
蓄
積
を
防
ぐ

た
め
の
定
期
的
な
休
憩
の
確
保

や
、
適
切
な
作
業
ペ
ー
ス
の
管
理
、

作
業
場
所
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
な

ど
が
効
果
的
で
す
。

　
　

ま
た
、職
場
の
仲
間
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
円
滑
に
す
る
た

め
の
取
り
組
み
も
必
要
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
り
高
齢
者
の
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
の
改
善
に
も
つ
な
が
り
や

す
く
な
り
ま
す
。

④
　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　
　

令
和
２
年
３
月
に
、
安
全
と
健

康
確
保
の
た
め
に
事
業
者
と
労
働

者
の
取
組
事
項
を
ま
と
め
た
「
高

年
齢
労
働
者
の
安
全
と
健
康
確
保

の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
策

定
さ
れ
ま
し
た
。
就
業
対
策
を
講

じ
る
際
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。



1 月号─4

　令和7年4月から、保育所等に入れなかっ
たことを理由とする育児休業給付金の支給
対象期間の延長手続きが変わります。
　従来は、保育所等に当面入所できないこ
とについて、市区町村の発行する入所保留
通知書等により要件を確認していました。
　令和7年4月以降は、これまでの確認に
加え、保育所等の利用申し込みが、速やか
な職場復帰のために行われたものであると
認められることが必要になります。
⑴　手続きに必要な書類
①　育児休業給付金支給対象期間延長事
由認定申告書（厚生労働省ホームペー
ジよりダウンロードをすることが可能）

②　保育所等の利用申込書の写し
　　市区町村に保育所等の利用申し込み
を行う際は、必ず申込書の写し（電子
申請で申し込みを行った場合は、申込

内容を印刷したものや申し込みを行っ
た画面を印刷したもの）をとり、保管
しておきましょう。
③　市区町村が発行する、保育所等の利
用ができない旨の通知（入所保留通知
書、入所不承諾通知書など）

⑵　令和7年4月以降に延長の可能性があ
る方の留意点

　　市区町村に申し込みを行った日付や入
所希望日については、次の要件を満たし
ている必要があります。
①　市区町村への保育所等の入所申し込
みは、子が1歳に達する日（※）までに行っ
ていること。

②　入所希望日を、子が1歳に達する日（※）

の翌日以前の日付として入所申し込み
を行っていること。
※　1歳6か月に達する日後の延長の場合は、
「子が1歳6か月に達する日」と読み替え
てください。

　詳細は厚生労働省・ハローワーク等が公
開するリーフレット等をご参照ください。	

〈雇用保険〉育児休業給付金 
支給対象期間延長手続きの改正

　2019年の労働基準法改正により、事業
主は、年10日以上の有給休暇を付与され
ている労働者に対し、付与した日（基準日）
から1年以内に5日を確実に取得させるこ
とが義務付けられました。
　この「1年」は、労働者ごとに異なること
が一般的ですが、基準日を統一（例：4月
1日に一斉付与）している企業もあります。
　独立行政法人労働政策研究・研修機構の
調査によると、基準日を統一する場合、「4
月」に基準日を設ける企業が多く、この場
合は、「4月から翌年3月」の1年間に5日
を取得することとなります。
　4月を基準日としている場合、年度末が
近づいてから取得状況を把握しても消化す
ることが困難なことがあり得るため、年度
末が近づく前に各労働者の取得状況を把握
して取得を促すことや、労働者間での業務
調整等を行い、取得しやすい体制を構築し
ていきましょう。

1月の労務 ピックアップ  
年次有給休暇の取得促進（年5日）
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